
古物営業法の一部を改正する法律（平成30年法律第21号）

附 則（抄）

（旧法許可に関する経過措置）

第二条 古物商又は古物市場主は、この法律の施行前においても、国家公安委員会

規則で定めるところにより、その主たる営業所（営業所のない者にあっては、住所又

は居所をいう。以下同じ。）又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員

会（以下「公安委員会」という。）に、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又

は古物市場の名称及び所在地を届け出ることができる。

２ （略）

３ この法律の施行前に第一項の規定による届出をした古物商又は古物市場主で

あって、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の古物営業法（中略）第三

条の規定による許可（次条において「旧法許可」という。）を受けているもの（当該届

出をした日からこの法律の施行の日（次条において「施行日」という。）の前日まで

の間に当該届出の内容の全部又は一部について変更があった者を除く。）は、それ

ぞれ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会によるこの法律

による改正後の古物営業法（中略）第三条の規定による許可（次条において「新法

許可」という。）を受けているものとみなす。

（旧許可証に関する経過措置）

第三条 前条第三項の規定により新法許可を受けているものとみなされる者（次項に

おいて「みなし新法許可者」という。）であって、一の公安委員会の管轄区域内の営

業所又は古物市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法

許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証（以下この条において「旧許可証」と

いう。）は、新法許可に係る同項の許可証とみなす。

２ みなし新法許可者であって、二以上の公安委員会の管轄区域内の営業所又は古

物市場について旧法許可を受けていたものは、施行日から一年を経過する日まで

の間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有する旧法許可に係る

全ての旧許可証を添付して、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安

委員会に新法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証の交付の申請をしな

ければならない。

３ （略）

４ 第二項の規定により旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間（施行日から

一年を経過する日までの間に限る。）は、同項に規定する旧許可証は、新法許可に

係る古物営業法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。

別紙５


